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政
令
第

号

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
三

項
、
第
六
条
第
二
項
第
三
号
、
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
表
一
の
第
一
の
一
の
ホ
の

中
１
の
項
を
削
り
、
２
の
項
を
１
の
項
と
し
、
３
の
項
か
ら
７
の
項
ま
で
を
一
項

（１）

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
の
表
二
の
第
一
の
二
中
イ
を
ニ
と
し
、
そ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
ち
ど
り
目

（１

）

し
ぎ
科

１
E
u
ry
n
o
r
hy
n
c
hu
s
p
yg
m
e
u
s

（ヘ
ラ
シ
ギ

）

ロ
た
か
目
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（１

）

た
か
科

１
C
ir
c
u
s
s
p
il
o
n
o
tu
s
s
pi
l
o
n
ot
u
s

（チ
ュ
ウ
ヒ

）

ハ
す
ず
め
目

（１

）

ほ
お
じ
ろ
科

１
E
m
be
r
i
z
a
a
u
re
o
l
a
o
r
na
t
a

（シ
マ
ア
オ
ジ

）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
を
図
る
た
め
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
と
し
て
ヘ
ラ
シ
ギ
等
を
追
加
す

る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


